
様式第１号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

 南相馬市長 

 

住  所                   

氏  名                   

電話番号                   

 

空き家利活用推進事業補助金交付申請書 

 

 空き家利活用推進事業補助金の交付を受けたいので、同意事項に同意の上、南

相馬市空き家利活用推進事業補助金交付要綱第７条に基づき関係書類を添えて申

請します。 

記 

 

１ 補 助 事 業 年 度              年度 

２ 補助金交付申請額   金           円 

３ 補 助 事 業 費 用   金           円 

（改 修 費 用       金           円）…（Ａ） 

  （家 財 処 分 費 用   金           円）…（Ｂ） 

４ 補助事業の工期          年   月  日着手（予定） 

                   年   月  日完了（予定） 

５ 補助事業の内容    □ 空き家改修   □ 家財処分 

６ 世 帯 の 種 類   □ 空き家活用者  □ 空き家所有者 

７ 同意事項 

⑴ 要綱第３条第１項の確認のため、補助金交付日から起算して５年を経過す

る日まで、市の職員が、世帯の住民登録情報等を市の公簿で調査、照会、閲

覧すること。 

⑵ 申請者及び事業を行う世帯の世帯員が、南相馬市暴力団排除条例第２条第３

号に規定する暴力団員等ではないことを、市長が必要に応じ、その事実を南相

馬警察署長に照会すること。 

⑶ 本市の住民として定住の意思を持って居住し、地域自治会に入会すること。 

⑷ 要綱第１３条に規定する事項のいずれかに該当することとなったときは、同

条の規定に基づき既に交付を受け補助金等を返還すること。 

８ 添付書類   裏面のとおり 



【共通】 

⑴ 事業計画書（別紙１） 

⑵ 補助額算定書（別紙２） 

⑶ 改修の内容が分かる内訳書（改修工事の見積書等） 

⑷ 改修前の現況を確認できる写真 

⑸ 改修部位を明記した空き家の平面図（間取り図等） 

⑹ 処分する家財の写真（家財処分を行う場合） 

⑺ 建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第６条第４項又は第６条の２第１

項の規定により交付を受けた確認済証（同法第６条第１項の確認申請が必要な

改修に限る。） 

⑻ 世帯全員の住民票の写し（１箇月以内に発行されたもの） 

⑼ 戸籍全部事項証明書（１箇月以内に発行されたもの） 

⑽ 妊婦がいる場合は、母子健康手帳の写し 

⑾ 市税の完納証明書又は非課税証明書（１箇月以内に発行されたもの） 

⑿ その他市長が必要と認める書類 

 

【空き家活用者】 

不動産売買契約書の写しまたは賃貸借契約書の写し 

 

【空き家所有者】 

賃貸借契約の内容が確認できる書類 

公簿調査等同意書（賃借人用）（別紙３） 



別紙１ 

事業計画書 

申
請
世
帯
の
状
況 

続柄 氏名  生年月日 

      年  月  日 

      年  月  日 

      年  月  日 

      年  月  日 

      年  月  日 

   

   

転入予定日     年  月  日 

空
き
家
の
状
況 

＜空き家活用者＞ 

所 在 地 南相馬市 

契 約 日   年  月  日 

契 約 形 態 □購入 ・ □賃貸 

契 約 金 額 
□購入       円 

□賃貸       円（月額） 

＜空き家所有者＞ 

所 在 地 南相馬市 

契 約 日   年  月  日 

賃 借 人  

契 約 金 額 □賃貸       円（月額） 

改
修
・
処
分
の
状
況 

改 修 業 者 

住所又は所在地  

名 称 又 は 氏 名  

電 話 番 号  

改 修 費 用（事業費） 
（Ａ） 

      円 

家 財 処 分 

業 者 

住所又は所在地  

名 称 又 は 氏 名  

電 話 番 号  

家財処分費用（事業費） 
（Ｂ） 

               円 

 



別紙２ 

補助額算定書 

世帯の種類 
□１ 空き家活用者 

□２ 空き家所有者 

補助金額 

（Ｃ） 

事 業 費（Ａ      円）×２／１２ 

＝（      円）上限１００万円 

加算金の区分

（Ｄ） 

□特定区域    事 業 費（Ａ      円）×１／１２ 

             ＝（      円）上限２５万円 

□多 子    事 業 費（Ａ      円）×１／１２ 

             ＝（      円）上限２５万円 

□新 婚    事 業 費（Ａ      円）×１／１２ 

             ＝（      円）上限２５万円 

□就 農    事 業 費（Ａ      円）×１／１２ 

             ＝（      円）上限２５万円 

家財処分 

（Ｅ） 

□       事 業 費（Ｂ      円）×１／１ 

             ＝（      円）上限２０万円 

補 助 金 額 （Ｃ）+（Ｄ）+（Ｅ）              円 

他の補助金額             （       ０円）予定  

自 己 資 金 額 （        円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

 

公簿調査等同意書（賃借人用） 

 

 

 私は、南相馬市空き家利活用推進事業補助金交付要綱第１３条の確認のため、補

助金交付日から起算して３年を経過する日まで、市の職員が、世帯の住民登録情報

等を市の公簿で調査、照会、閲覧することにについて同意いたします。 

 

 

    年  月  日 

 

 南相馬市長  

 

 

住所 

 

氏名              


